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平成21年 12月 22日

各

都道府県

指定都市 児童委員、主任児童委員事務担 当者 殿

中 核 市

厚 生 労 働 省 雇 用 均 等・児 童 家 庭 局 育 成 環 境 課

円滑な児童委員・主任児童委員活動について(依頼 )

児童委員、主任児童委員活動の推進につきましては、平素よりご協 力を賜り厚く

御礼 申し上げます。

さて、近年、少子化や核家族化に伴う育児不安や子育ての孤立化に加えて、児

童虐待をはじめ、いじめや不登校、少年非行等、支援を必要とする子どもや家庭を

めぐる問題が複雑化・深刻化している中、児童 委 員・主任児童委員は、住民の立

場に立ち、住民との信頼関係の中で子どもや子育て家庭への支援活動を行う地域

のボランティアとして活動を行つており、児童委員・主任 児童委員に対する期待は

高まっています。

子育て家庭等が必要な時に児童委員・主任児童委員へ相談できる環境づくりが

求められているところあり、子育て家庭に「児童委 員・主任児童委員」制度を周知

し、児童委員・主任児童委員についての理解を広げることが重要であると考えてい

ます。

このため、今般、平成 21年 12月 21日 付け雇児母発 1221第 1号 厚生労働省雇

用均等・児童 家庭局母子保健課長通知により、母子健康手帳の任意様式に児童

委員・主任児童委員の活動についての記述を盛り込んだところです (別 紙参照 )。

管 内市 区町村及び関係機 関等に御周知いただき、地域住民に対して、児童委

員、主任児童委員制度の正しい理解が得られるようご配慮願います。

また、児童委員・主任児童委員活動には、日頃から地域住民の状況を適切に把

握しておくことが重要であることから、各 自治体におかれましては、活動の重要性を

ご認識いただき、円滑な活動に必要な情報の提供につき特段のご配慮をお願いい

たします。
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